
 

質 疑 応 答 書 

件 名 広島市立大学で使用する電気            

 

番号 仕様書頁等 質   問 回   答 
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出する書類の日付は提

出日でよろしいでしょう

か。また、入札書の日付の

ご指定（例：開札日）等は

ございますか。 

 

自家発補給電力の契約は

ありますか。 

 

現在の契約電力が 500kW 以

上で仕様書の契約電力と

異なる場合、協議制となり

落札後に明確な根拠を提

出して頂きますが可能で

しょうか。 

(頂きました根拠が不十分

だった場合、ご希望に沿え

な い 可 能 性 が ご ざ い ま

す。)" 

" 

現在の契約電力と直近 12

か月分の最大需要電力を

教えていただけますでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出する書類の日付は

提出日としてください。 

また、入札書に記載する

年月日も提出日としてく

ださい。 

 

自家発補給電力の契約

はありません。 

 

現在の契約電力は 500kW

以上で仕様書の契約電力

と異なっており、根拠とし

て直近の実績値の提示は

可能です。 

なお、契約電力について

は、契約書第８条第１項に

記載のとおりです。 

 

 

 

契約電力：1,500kW 

最大需要電力実績： 

2025 年 1 月 1,260kW 

2025 年 2 月 1,170kW 

2025 年 3 月  882kW 

2025 年 4 月 1,012kW 

2025 年 5 月 1,019kW 

2025 年 6 月 1,228kW 

2025 年 7 月 1,346kW 

2025 年 8 月 1,174kW 

2025 年 9 月  871kW 

2025 年 10 月  1,076kW 

2025 年 11 月 1,012kW 

2025 年 12 月 1,138kW 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

最大需要電力の実績が現

在の契約電力を超過して

いる場合、最大値に合わせ

て契約電力の超過是正を

行う予定はありますか。" 

" 

 

契約電力が 1 施設で 500kW 

以上（協議制）の施設につ

いては、契約開始前に仕様

書記載の契約電力を超過

した場合、仕様書記載の契

約電力での申込が一般送

配電事業者に却下される

可能性がございます。 

その場合は超過した契約

電力でのご契約となりま

すがご了承いただけます

でしょうか。 

また、その際契約単価の変

更協議には応じていただ

けますでしょうか。" 

 

供給開始後に最大需要電

力が契約電力を超過した

場合、一般送配電事業者の

指示のもと、超過金の支払

いではなく契約電力の超

過是正をいたします。（超

過是正については弊社で

決定するものではなく、一

般送配電事業者の指示の

も と 対 応 す べ ぎ 事 項 で

す。）その際、契約単価の

変更が生じますが問題ご

ざいませんでしょうか。" 

 

予備電力のご契約はござ

いますでしょうか。ある場

契約書第８条第１項に

基づく協議により決定し

ます。 

 

 

 

 

契約書第８条第１項に

基づく協議により決定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書第８条第１項に

基づく協議により決定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予備電力の契約はあり

ません。 



 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

合、予備電源と予備線のど

ちらになりますでしょう

か。 

 

弊社では電気料金のお支

払は、振込、口座振替とな

り、振込みの場合振込手数

料はお客様負担をお願い

しておりますがご了承い

ただけますでしょうか。 

また、弊社では料金算定期

間の翌月末日まを支払期

日としております。ご了承

いただけますでしょうか。

" 

請求書発行について、弊社

では毎月 7 営業日頃の発送

となっておりますが了承

いただけますでしょうか。 

 

送電開始日は計量日と同

日でしょうか。相違してい

る場合、弊社と契約後の計

量日は毎月 1 日となる可能

性がございます。ご了承い

ただけますでしょうか。 

 

電気料金の計算は需要場

所単位に行います。需要場

所に会計主体の異なるテ

ナント等があっても、電気

料金を分割して計算、ご請

求することはできません

が、よろしいでしょうか。 

 

電気料金は、一施設毎に請

求書通りの金額でお支払

いいただけるという認識

でよろしいでしょうか。

 

 

 

 

問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題ありません。 

 

 

 

 

 送電開始日は 2026 年 4

月 1 日、検針日は原則毎月

1 日です。 

 

 

 

 

 支払請求書の分割発行

を求めることはありませ

ん。 

 

 

 

 

 

電気料金の支払（振込）

を一通の請求書で複数の

担当部署等から行うこと

はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１枚の請求書に対し複

数から支払われるという

ことはありませんでしょ

うか）複数からのお支払が

発生する場合、事前にお支

払金額の内訳を通知いた

だくことは可能でしょう

か。 

 

自動検針装置はついてい

ますか。未設置の場合供給

開始までに日数を要しま

す。落札後に未設置が発覚

した場合開始申込の希望

開始ができない可能性も

ございますのでご注意く

ださい。 

 

仮に弊社が落札した場合、

契約書の内容および契約

書に記載がない事柄につ

いて協議いただくことは

可能でしょうか。契約書の

内容を変更することが難

しい場合、協議内容につい

て別途覚書を締結するこ

とは可能でしょうか。 

 

入札書と内訳書につきま

して、割印、ホッチキス留

めなど、指定はあります

か。 

また、郵送提出の際、入札

書、内訳書を封入した内封

筒と、郵送用の外封筒での

二重封筒で提出する必要

はありますでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動検針装置が設置さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

条文の追加・変更はでき

ませんが、契約書に記載が

ない事項については、契約

締結後、契約書第１８条第

１項に基づく協議は可能

です。 

 

 

 

 

入札説明書に記載する

もののほか、指定はありま

せん。 

 

 郵送提出の場合は、入札

説明書の入札案件におけ

る入札書等の郵送方法の

とおり封入し配達証明書

付書留郵便にて郵送して

ください。 

 



 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

入札金額を算出する際、下

記の認識でよろしいでし

ょうか。 

・基本料金及び電力量料金

の各単価には消費税およ

び地方消費税を含むこと

ができる。 

・基本料金および電力量料

金は端数処理を行わず小

数点第二位まで含むこと

ができる。 

・各月の基本料金と電力量

料金の合計額に 1 円未満の

端数が生じたときは、月ご

とにその端数を切り捨て

る。 

・1 年間の総額（税込）よ

り入札金額（税抜）を算出

する際、1 円未満の端数を

切り上げる。 

 

入札書と内訳書およびそ

の他提出書類について、

Excelもしくは Wordデータ

でいただくことは可能で

しょうか。不可の場合、任

意様式で作成しても良い

ですか。 

 

弊社が落札した場合に、弊

社独自の算定方法に基づ

き、燃料費調整額（電源調

達調整単価）を算出するこ

とは可能でしょうか。 

 

 

 

弊社が契約に至った場合、

入札時点の約款に基づく

 

 

 

 入札附属書（入札書積算

内訳）（注）３に記載のと

おりです。 

 

 入札説明書７（１）エ

（注）２に記載のとおりで

す。 

 

 入札説明書７（１）エ

（注）２ただし書きに記載

のとおりです。 

 

 

 入札附属書（入札書積算

内訳）の（注）６に記載の

とおりです。 

 

 

 本学公式サイト（トップ

ページ＞各種情報＞政府

調達情報）に様式を掲載し

ておりますので、そちらを

使用ください。 

 

 

 

燃料費等調整の実施等

については、契約書第１０

条第３項に記載している

とおりであり、独自の算定

方法に基づき、燃料費等調

整を実施することはでき

ません。 

 

 燃料費等調整の実施等

については、契約書第１０

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料費等調整額の算定諸

元を契約満了まで適応さ

せていただきますが、ご了

承いただけますか。 

ご了承いただけない場合、

旧一般電気事業者が、契約

期間中に燃料費等調整額

の算定諸元を変更した際

には、旧一般電気事業者が

新たに設けた算定諸元を

適応いたしますが、その際

に契約単価の見直し協議

は可能でしょうか。 

 

燃料費調整額が発生しな

い（請求を行わない）料金

制度での応札、契約締結は

可能ですか。 

 

 

 

落札業者は開札日に決定

いたしますでしょうか。開

札日に確認ができない場

合、何月何日までに確認可

能かご教示ください。 

 

 

 

入札金額の算定方法に関

わらず、実際の電気料金ご

請求時には基本料金、電力

量料金（燃料費等調整額が

ある場合はそれを含む）は

小数点第２位まで保持し、

再生可能エネルギー発電

促進賦課金および合計金

額は円未満切り捨て、契約

単価は税込みとさせてい

条第３項に記載のとおり

です。 

  

 

契約書に記載のない事

項については、契約締結

後、契約書第１８条第１項

に基づく協議により決定

します。 

 

 

 

 

 

燃料費等調整の実施等

については、契約書第１０

条第３項に記載のとおり

であり、燃料費等調整を行

わない旨の協議を行うこ

とも可能です。  

 

開札日に決定し、当日中

に落札業者に落札決定通

知を行う予定です。 

また、本学公式サイト（ト

ップページ＞各種情報＞

政府調達情報）においても

入札結果を公表します。 

 

電気料金の算定は、契約

書第１０条第１項に記載

のとおり、同条第２項から

第４項に従って算定した

基本料金及び電力量料金

の合計から、割引がある場

合はこれを引いた金額を

電気料金とし、当該電気料

金に１円未満の端数があ

る場合は、その端数を切り

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/various_info/c00012402/


 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

ただきますがよろしいで

しょうか。 

 

 

 

 

 

落札後、またはご契約中

に、一般送配電事業者によ

る託送料金や損失率の変

更があった場合には、それ

に伴い、ご契約の電気料金

単価に相当分を上乗せさ

せていただくことがござ

います。この上乗せ分はす

べて一般送配電事業者に

支払われるものであり、当

社の利益にはなりません。

ご了承いただけますでし

ょうか。 

 

計量結果の報告および検

査について、弊社では計量

結果の報告を別途行うと

いった対応は行っており

ません。ご利用の内訳が記

載されております電気料

金請求書及び請求確定後

にマイページより確認で

きる請求データによりご

確認・ご対応いただけます

でしょうか。また、検査後

の日付にて請求書の再発

行は致しかねますのでご

了承願います。 

 

落札者が決まらず２回目

以降の入札が行われる場

合は辞退させていただき

捨てた金額を電気料金と

してください。 

再生可能エネルギー発

電促進賦課金及び契約単

価は、お見込みのとおりで

す。 

 

一般送配電事業者が定

める託送供給等約款など

の契約要綱の変更、あるい

は法制度の改正等により、

応札額あるいは契約内容

に影響を及ぼす場合で、入

札書の提出までに予見で

きなかったものについて

は、影響が及びうる事項に

つき変更協議をすること

は可能です。 

 

 

 

マイページにて日別・時

間別使用電力量の実績や

30 分値の最大需要電力等

が確認できるのであれば、

問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目の入札を辞退す

る場合は、２回目の入札書

に「辞退」と明記して封筒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

28 

たく考えております。その

場合の初度入札書提出時

に２回目入札の辞退届の

提出をあらかじめする必

要はありますでしょうか。

辞退届が必要な場合の様

式等もご教示いただけま

すでしょうか。 

 

契約書の提出期限や、締結

日の期限はございますで

しょうか。契約内容確定

後、社内決裁・製本・押印・

発送等のお時間を頂戴す

ることになるため、指定の

日数がある場合そちらの

日程での提出ができかね

る可能性がございます。そ

の場合、提出日の延長につ

いて協議いただくことは

可能でしょうか。 

 

発行される請求書につき

まして「燃料費調整単価」

「市場価格調整単価」の項

目は分かれず合計値で「燃

料費等調整額」と記載され

る形となりますが問題ご

ざいませんでしょうか。 

 

市場連動、または市場連動

を含むプランでの応札は

可能でしょうか。 

に入れ、１回目の入札書を

入れた封筒と合わせて二

重封筒とし、郵送してくだ

さい。３回目の入札書の提

出は不要です。 

 

 

 

 

入札説明書１３（５）ア

に記載のとおり、落札決定

した日から５日以内の日

付で契約書を取り交わし

てください。 

なお、契約書用紙は本市

が交付します。 

 

 

 

 

 

 

問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

市場連動、または市場連

動を含むプランでの入札

はできません。 

（注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者

名を記入しないこと。 


